
■都市計画区域の変遷

03 都市計画マスタープラン・立地適正化計画

都市の将来目標や整備方針を具体的、総合的に定め、全体が秩序立って進んでいくための基本方

針として、都市計画のマスタープランを策定しています。

北海道が札幌圏など都市計画区域ごとについて定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」と江別市が定める「江別市都市計画マスタープラン」の２つがあります。

① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、札幌圏都市計画区域について、将来の姿
を展望しつつ令和12年（2030年）の姿を想定し、土地利用、都市施設等の都市計画決定の方針を定め

たものです。

今後決定される個々の都市計画は、この方針に即したものでなければなりません。

② 江別市都市計画マスタープラン（市町村マスタープラン）

江別市都市計画マスタープランは、都市計画区域マスタープランと整合を図りながら、江別
市が定めるマスタープランです。

この市町村マスタープランは、住民に最も近い立場にある市町村がその創意工夫のもとに住民の意見

を反映しながら定めるマスタープランです。

③ 立地適正化計画

立地適正化計画とは、医療、介護福祉、商業等の都市機能、居住を誘導・集約させ、公共交通等の
アクセス性を向上させることなどにより、持続可能なまちづくりを推進するものです。
都市計画マスタープランの一部とされる立地適正化計画を、都市再生特別措置法に基づき策定します。
詳細については２３ページをご覧ください。

名 称 告示年月日 告示番号 備 考

江別都市計画区域 S19. 5.20 当初決定（区域不明）
変更については詳細不明

札幌圏都市計画区域 S44.12.26 （道）第2374号 江別市全域を指定
S60. 3. 7 （道）第326号 ※小樽市、石狩町区域の変更
H19. 3.27 （道）第210号 ※札幌市区域の変更
Ｒ 3. 3.23 （道）第230号 ※各市区域の変更

告示年月日 告示番号 備 考

平成16年 ４月 ６日 （道） 第390号 当初決定

平成19年 ３月27日 （道） 第211号 変 更

平成22年 ４月 ６日 （道） 第302号 第１回見直し

令和 3年 ３月23日 （道） 第230号 第２回見直し
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